
奈
良
県
訓
令
第
四
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
二
条
第
二
十
三
号
オ
中
「
移
住
・
交
流
推
進
室
」
を
「
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
」
に
改
め
、

同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
別
に
定
め

る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
あ
る
子
」
の
下
に
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て

子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条

第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
四
項
」
に
、
「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
」
を
「
要
介
護

者
」
に
改
め
、
「
あ
る
子
」
の
下
に
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
の

休
憩
時
間
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
と
ろ
う
と
す
る
と
き

は
、
介
護
時
間
簿
（
第
六
号
様
式
の
四
）
に
要
介
護
者
に
係
る
医
師
の
診
断
書
等
の
証
明
書
を
添
付

し
所
属
長
に
願
い
出
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
中
十
八
を
十
九
と
し
、
十
七
を
十
八
と
し
、
十
六
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
七

勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間

間

間
分

時

時

護介



第
三
号
様
式
の
二
中
「要

介
護

者
の

続
柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
五
中
「
（

□

離
縁

□

養
子

縁
組

の
取

消
し

□

そ
の

他

（

「

□

離
縁

□

養
子

縁
組

の
取

消
し

□

家

）
）
」
を

□

児
童

福
祉

法
第

２
７

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

る

□

そ
の

他

（

）

事
審

判
事

件
の

終
了

措
置

の
解

除

に
改
め
る
。

」

第
六
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



年　　月　　日から

年　　月　　日まで

□毎日

□その他（　　）

日

時 　分

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

日

時 　分

日

時 　分

日

時 　分

日

時 　分

日

※願出
月日

年　　月　　日まで

日

時 　分

日

時 　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

(※印の欄は、職員が記入し、又は押印する。)

日

時 　分

日

時 　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

時　　　分～　　　　時　　　分

日

時 　分

日

時 　分

時 　分

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

決裁
承認
月日

※休暇を受けようとする期間

日・時間数時　　間

備考 備考 備考

(※印の欄は、職員が記入し、又は押印する。)

介　護　休　暇　の　請　求　・　承　認
※本人印又
は代理願出

人
職氏名印

　月　日
　年　月　日まで 　年　月　日まで 　年　月　日まで

　月　日
（　年　月　日から）（　年　月　日から）

　月　日
（　年　月　日から）

 後の期間 

（　年　月　日から）

　月　日
（　年　月　日から）

本人印 の印  後の期間 後の末日 申出日 本人印

　月　日
　年　月　日まで 　年　月　日まで 　年　月　日まで

後の末日 申出日 本人印 の印  後の期間 後の末日 申出日

　月　日
（　年　月　日から）

の印

※ ※

指　定　期　間　の　延　長・短　縮

第１回 第２回 第３回

※延長・短縮 ※ ※ 所属長 延長・短縮 ※延長・短縮 ※ 所属長 延長・短縮所属長 延長・短縮 ※延長・短縮 ※

備考 備考 備考

　月　日
　年　月　日から　年　月　日から

　月　日
　年　月　日から

　月　日
　年　月　日まで 　年　月　日まで 　年　月　日まで

申出日

※ ※ ※ 所属長
期間

※

本人印 の印

（表）
第６号様式の３（第７条関係）

指　定　期　間　の　申　出　・　指　定

第１回 第２回 第３回

※ 所属長
期間

申出の期間 申出日 本人印 の印 申出の期間 申出日 本人印

※ ※ 所属長
期間

※ ※

の印 申出の期間

介　護　休　暇　簿

※
要介護者に関
する事項

氏　名 ※要介護者の状態及び具体的な介護の内容

続　柄

同・別居 □同居　　□別居

介護が必要となった時期

年　　月　　日

（所属） （職氏名）



日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

決裁
承認
月日

※願出
月日

※休暇の取消し等の期間

年　　月　　日 時　　間 日・時間数

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

※本人印又
は代理願出

人
職氏名印

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

（裏）

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分

(※印の欄は、職員が記入し、又は押印する。)

介　護　休　暇　の　取　消　し　等

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分

年　　月　　日から □毎日 時　　　分～　　　　時　　　分 日

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　分～　　　　時　　　分 時 　分



第
六
号
様
式
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



時　　間

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　）

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日

(※印の欄は、職員が記入し、又は押印する。)

※本人印又
は代理願出

人
職氏名印

年　　月　　日から □毎日

第６号様式の４（第７条関係）
（表）

氏　名

続　柄

※
要介護者に関
する事項

介護が必要となった時期

年　　月　　日

介　護　時　間　簿

同・別居 □同居　　□別居

連続する３年の期間

　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

※
要介護者の状態
及び具体的な介
護の内容

※休暇を受けようとする期間

（所属） （職氏名）

決裁
承認
月日

※願出
月日



年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日

※本人印又
は代理願出

人
職氏名印

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

□その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

決裁
承認
月日

※願出
月日

※休暇の取消し等の期間

年　　月　　日 時　　間

年　　月　　日まで □その他（　　）

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

□毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日から

年　　月　　日から □毎日 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

年　　月　　日まで □その他（　　） 時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　

（裏）



第
十
二
号
様
式
の
五
中
「
□深

夜
勤

務

」
を
「
□深

夜
勤

務
の

制
限

」
に
、
「
□時

間
外

勤
務

」

を
「
□時

間
外

勤
務

の
制

限

」
に
、
「第

３
項

」
を
「第

３
項

□
第

５
項

□
第

６
項

」

に
、
「の

制
限

を
請

求
し

ま
す

」
を
「を

請
求

し
ま

す

」
に
、
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
の
六
中
「深

夜
勤

務

」
を
「深

夜
勤

務
の

制
限

」
に
、
「時

間
外

勤
務

」
を
「時

間

外
勤

務
の

制
限

」
に
、
「第

３
項

」
を
「第

３
項

□
第

５
項

□
第

６
項

」
に
、
「の

制

「
□

休
業

に
係

る
子

と
離

縁
し

た

（養
子

縁
組

の
取

り
消

し
を

。

限
に

係
る

」
を
「に

係
る

」
に
、

□
同

居
し

な
く

な
っ

た
。

「
□

職
員

の
子

で
な

く
な

っ
た

。

含
む

）

□

離
縁

□

養
子

縁
組

の
取

消
し

□

家
事

審
判

事
件

の
。

を

□

児
童

福
祉

法
第

２
７

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

る
措

置
の

解
除

」

□

そ
の

他

（

）

□

子
と

同
居

し
な

く
な

っ
た

。

終
了

に
改
め
る
。

」
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